
第

五

百

九

十

四

号

令

和

七

年

五

月

三

十

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
岐
阜
県
職
員
退
隠
料
給
与
条
例
施
行
細
則
の
一
部
改
正

(

職
員
厚
生
課)

二
三
五
ペ
ー
ジ

○
令
和
七
年
度
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

(

生
活
衛
生
課)

二
三
五

○
令
和
七
年
度
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

(

同

)

二
三
六

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

管

財

課)

二
三
六

○
土
地
改
良
区
連
合
の
施
設
管
理
規
程
の
変
更
認
可

(

農
地
整
備
課)

二
三
七

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(
会

計

課)

二
三
八

正

誤

○
道
路
の
区
域
変
更
中
訂
正

(

道
路
維
持
課)

二
四
〇

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
四
号

岐
阜
県
職
員
退
隠
料
給
与
条
例
施
行
細
則(

昭
和
八
年
岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

第
二
十
八
条
中｢

禁
錮｣

を｢

拘
禁
刑｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

理
容
師
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号)

第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
令
和

七
年
度
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

主
催
者
の
名
称
及
び
住
所

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

理
事
長

遠
藤

弘
良

東
京
都
渋
谷
区
笹
塚
二
―
一
―
六
Ｊ
Ｍ
Ｆ
ビ
ル
笹
塚
〇
一(

八
階)

二

会
場
の
運
営
及
び
設
営
の
窓
口
と
な
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
五
月
三
十
日



愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
五
―
二
七
―
一
四
朝
日
生
命
名
古
屋
栄
ビ
ル(

五
階)

三

開
催
日
等

四

受
講
料

二
万
円

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

美
容
師
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号)
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
七

年
度
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

主
催
者
の
名
称
及
び
住
所

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

理
事
長

遠
藤

弘
良

東
京
都
渋
谷
区
笹
塚
二
―
一
―
六
Ｊ
Ｍ
Ｆ
ビ
ル
笹
塚
〇
一(

八
階)

二

会
場
の
運
営
及
び
設
営
の
窓
口
と
な
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
五
―
二
七
―
一
四
朝
日
生
命
名
古
屋
栄
ビ
ル(

五
階)

三

開
催
日
等

四

受
講
料

二
万
円

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
す
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
庁
舎
清
掃
業
務
(行
政
棟
)
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
２
月
７
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
３
月
21日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
羽
島
市
舟
橋
町
宮
北
一
丁
目
63番
地

大
和
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役
津
田
俊
章

６
落
札
金
額
110,088,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
務
部
管
財
課
県
庁
舎
運
用
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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同

一
二
・

一

同

一
一
・
一
七

令
和

七
・
一
一
・
一
〇

開
催
年
月
日

同

一
二
・

一

同

一
一
・
一
七

令
和

七
・
一
一
・
一
〇

開
催
年
月
日

衛
生
管
理

衛
生
管
理

公
衆
衛
生

衛
生
管
理

講

習

内

容

衛
生
管
理

衛
生
管
理

公
衆
衛
生

衛
生
管
理

講

習

内

容

同 同 羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
六
―
七

不
二
羽
島
文
化
セ
ン
タ
ー

開

催

場

所

同 同 羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
六
―
七

不
二
羽
島
文
化
セ
ン
タ
ー

開

催

場

所



１
調
達
す
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
庁
舎
清
掃
業
務
(議
会
棟
)
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
２
月
７
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
３
月
21日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
宇
佐
南
四
丁
目
８
番
16―
201号

昭
和
建
物
管
理
株
式
会
社
岐
阜
支
社

執
行
役
員
支
社
長
河
竹
義
彦

６
落
札
金
額
20,196,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
務
部
管
財
課
県
庁
舎
運
用
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
土
地
改
良
区
連
合
の
施
設
管
理
規
程
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
改
良
区
連
合
の
施
設
管
理
規
程
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

土
地
改
良
区
連
合
の
名
称

木
曽
川
右
岸
用
水
土
地
改
良
区
連
合(

以
下｢

連
合｣

と
い
う
。)

二

変
更
を
認
可
し
た
管
理
規
程

木
曽
川
右
岸
用
水
土
地
改
良
区
連
合
施
設
管
理
規
程

三

認
可
年
月
日

令
和
七
年
四
月
二
十
八
日

四

管
理
規
程
の
概
要

１

管
理
す
る
施
設

連
合
が
管
理
す
る
施
設
は
、
管
理
規
程
別
表
施
設
調
書
に
掲
げ
る
用
水
路
・
支
線
水
路
、
溜
池
、

揚
水
機
場
と
す
る
。

２

施
設
の
管
理
区
分

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構(

以
下｢

機
構｣

と
い
う
。)

の
管
理
す
る
施
設
以
外
の
施
設
で

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一�
機
構
が
施
行
し
た
農
業
用
水
専
用
水
路
の
施
設
及
び
各
分
水
口
ま
で
管
理
す
る
。

二�
受
託
県
営
に
よ
り
施
行
し
た
支
線
及
び
分
線
水
路
の
施
設
に
つ
い
て
各
分
水
口
前
ま
で
管
理

す
る
。

三�
機
構
及
び
受
託
県
営
で
施
行
し
た
揚
水
機
場
の
操
作
管
理
を
行
う
。

四�
前
各
号
に
掲
げ
る
水
路
施
設
及
び
揚
水
機
場
の
補
修
改
良
を
行
う
。

五�
そ
の
他
土
地
改
良
区
の
管
理
す
る
施
設
の
技
術
的
指
導
を
行
う
。

六�
幹
線
水
路
及
び
各
取
水
口
の
管
理
を
機
能
的
一
体
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
全

体
の
円
滑
か
つ
、
効
率
的
な
配
水
を
行
う
。

３

管
理
方
法

施
設
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
連
合
規
約
第
二
十
五
条
及
び
連
合
委
員
会
処
務
規
程
第
二
条
に
よ

り
組
織
す
る
管
理
配
水
委
員
会(

以
下｢

委
員
会｣

と
い
う
。)

の
意
見
を
聞
き
管
理
す
る
も
の

と
す
る
。

４

取
水
時
期

水
田

四
月
二
十
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

畑
地

周
年
か
ん
が
い

５

分
水
方
法

施
設
調
書
に
掲
げ
る
施
設
の
分
水
量
及
び
分
水
方
法
は
、
委
員
会
の
意
見
を
聞
き
、
配
水
計
画

を
立
て
、
別
に
定
め
ら
れ
た
連
合
の
操
作
規
程
に
よ
り
操
作
す
る
も
の
と
す
る
。

６

か
ん
ば
つ
時
の
処
理

か
ん
ば
つ
時
等
の
理
由
に
よ
り
配
水
所
要
量
の
不
足
す
る
場
合
に
は
、
委
員
会
の
意
見
を
聞
き
、

機
構
の
か
ん
ば
つ
処
置
に
併
せ
て
関
連
土
地
改
良
区
と
協
議
し
て
、
有
効
適
切
な
処
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

７

洪
水
時
及
び
そ
の
他
緊
急
時
に
お
け
る
処
置

機
構
の
洪
水
時
及
び
緊
急
時
に
お
け
る
処
置
に
併
せ
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

８

維
持
保
存

各
施
設
は
常
に
正
常
な
機
能
を
保
持
し
、
円
滑
に
運
営
で
き
る
よ
う
に
維
持
保
存
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

令和７年５月30日 岐 阜 県 公 報 第 594 号( 237 )



○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
製
造
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量
別
表
の
と
お
り

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
２
月
26日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
４
月
11日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
別
表
の
と
お
り

６
落
札
金
額
(単
価
)
別
表
の
と
お
り

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
調
達
第
二
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

別
表
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６ ５ ４ ３ ２ １ 警
察
官
用
制
服

物
品
の
名
称

男
性
警
察
官
用
合
ワ
イ
シ
ャ
ツ

女
性
警
察
官
用
夏
服
上
衣
(半
袖
)

女
性
警
察
官
用
夏
服
上
衣
(長
袖
)

男
性
警
察
官
用
夏
ズ
ボ
ン

(ア
ジ
ャ
ス
タ
ー
式
)

男
性
警
察
官
用
夏
服
上
衣
(半
袖
)

男
性
警
察
官
用
夏
服
上
衣
(長
袖
)

1,240着

130着

190着

1,370着

1,020着

610着

予
定
数
量

10,318円

10,989円

11,418円

12,012円

11,088円

11,308円

落
札
単
価

大
阪
府
大
東
市
新
田
北
町
１
―
36―
306

株
式
会
社
リ
ム
ー
ト

代
表
取
締
役
園
部
正
史

岐
阜
市
長
住
町
五
丁
目
７
番
地

亀
山
株
式
会
社

代
表
取
締
役
亀
山
幸
雄

岐
阜
市
長
住
町
五
丁
目
７
番
地

亀
山
株
式
会
社

代
表
取
締
役
亀
山
幸
雄

岐
阜
市
茜
部
中
島
三
丁
目
33番
地
１

マ
ル
ギ
繊
維
株
式
会
社

代
表
取
締
役�

博

岐
阜
市
長
住
町
五
丁
目
７
番
地

亀
山
株
式
会
社

代
表
取
締
役
亀
山
幸
雄

岐
阜
市
茜
部
中
島
三
丁
目
33番
地
１

マ
ル
ギ
繊
維
株
式
会
社

代
表
取
締
役�

博

落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名



令和７年５月30日 岐 阜 県 公 報 第 594 号( 239 )

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 ９ ８ ７

男
性
警
察
官
用
夏
活
動
帽

男
性
警
察
官
用
夏
帽
子

女
性
警
察
官
用
冬
活
動
帽

女
性
警
察
官
用
冬
帽
子

男
性
警
察
官
用
冬
活
動
帽

男
性
警
察
官
用
冬
帽
子

夏
期
用
防
炎
出
動
服
(略
帽
付
)

出
動
服
(ド
ラ
イ
・
ス
ト
レ
ッ
チ
仕
様
)

(略
帽
付
)

女
性
警
察
官
用
雨
衣
(Ⅰ
種
)

(ケ
ミ
カ
ル
リ
サ
イ
ク
ル
仕
様
)

男
性
警
察
官
用
雨
衣
(Ⅰ
種
)

(ケ
ミ
カ
ル
リ
サ
イ
ク
ル
仕
様
)

女
性
警
察
官
用
防
寒
服
(Ⅱ
種
)

(イ
ン
ナ
ー
着
脱
式
)

男
性
警
察
官
用
防
寒
服
(Ⅱ
種
)

(イ
ン
ナ
ー
着
脱
式
)

女
性
警
察
官
用
合
ネ
ク
タ
イ

男
性
警
察
官
用
合
ネ
ク
タ
イ

女
性
警
察
官
用
合
ワ
イ
シ
ャ
ツ

370個

270個

40個

40個

320個

230個

90着

190着

50着

340着

60着

270着

80本

660本

180着

3,806円

5,742円

4,092円

7,623円

4,092円

6,006円

51,953円

38,544円

26,125円

25,850円

35,189円

34,914円

1,705円

1,705円

10,615円

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
四
丁
目
５
番
14号

株
式
会
社
飯
田
帽
子
店

代
表
取
締
役
武
井
厚

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
四
丁
目
５
番
14号

株
式
会
社
飯
田
帽
子
店

代
表
取
締
役
武
井
厚

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
四
丁
目
５
番
14号

株
式
会
社
飯
田
帽
子
店

代
表
取
締
役
武
井
厚

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
四
丁
目
５
番
14号

株
式
会
社
飯
田
帽
子
店

代
表
取
締
役
武
井
厚

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
四
丁
目
５
番
14号

株
式
会
社
飯
田
帽
子
店

代
表
取
締
役
武
井
厚

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
四
丁
目
５
番
14号

株
式
会
社
飯
田
帽
子
店

代
表
取
締
役
武
井
厚

岐
阜
市
茜
部
中
島
三
丁
目
33番
地
１

マ
ル
ギ
繊
維
株
式
会
社

代
表
取
締
役�

博

岐
阜
市
茜
部
中
島
三
丁
目
33番
地
１

マ
ル
ギ
繊
維
株
式
会
社

代
表
取
締
役�

博

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井
潔

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井
潔

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井
潔

岐
阜
市
金
園
町
三
丁
目
25番
地

株
式
会
社
ウ
ス
イ
消
防

代
表
取
締
役
臼
井
潔

岐
阜
市
正
木
中
一
丁
目
１
番
１
号

カ
ワ
ボ
ウ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
川
島
政
樹

岐
阜
市
正
木
中
一
丁
目
１
番
１
号

カ
ワ
ボ
ウ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
川
島
政
樹

大
阪
府
大
東
市
新
田
北
町
１
―
36―
306

株
式
会
社
リ
ム
ー
ト

代
表
取
締
役
園
部
正
史



○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
す
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量

ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
(本
体
)

670台

ノ
ー
ト
型
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
(ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
)
670式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
３
月
７
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
４
月
18日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
六
条
北
四
丁
目
10番
７
号

中
央
電
子
光
学
株
式
会
社

代
表
取
締
役
日
比
泰
雅

６
落
札
金
額
60,500,330円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
調
達
第
二
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
第
三
百
五
十
八
号

道
路
の
区
域
変
更(

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号)

｢
｢

五
〇
三
頁
下
段
の
表
中

は
、

の
誤
り
。

｣
｣

第 594 号 岐 阜 県 公 報 令和７年５月30日 ( 240 )

26 25 24 23 22

警
察
官
用
短
靴

半
長
靴

警
察
官
用
ベ
ル
ト

女
性
警
察
官
用
夏
活
動
帽

女
性
警
察
官
用
夏
帽
子

1,310足

480足

510本

50個

50個

5,610円

15,950円

2,849円

3,806円

8,063円

大
阪
府
堺
市
北
区
百
舌
鳥
赤
畑
町
五
丁
458番

地
１

サ
カ
イ
靴
被
服
協
同
組
合

代
表
理
事
竹
川
正
臣

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
島
之
内
一
丁
目
21番
22号

株
式
会
社
ハ
ル
タ
販
売
部
大
阪
支
店

大
阪
支
店
長
春
田
勲

大
阪
府
大
東
市
新
田
北
町
１
―
36―
306

株
式
会
社
リ
ム
ー
ト

代
表
取
締
役
園
部
正
史

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
四
丁
目
５
番
14号

株
式
会
社
飯
田
帽
子
店

代
表
取
締
役
武
井
厚

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
四
丁
目
５
番
14号

株
式
会
社
飯
田
帽
子
店

代
表
取
締
役
武
井
厚

二
七
・
七

二
七
・
七

五
五
・
二

五
五
・
二

令
和
七
年
五
月
三
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


